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職員保護メガネ（偏光サングラス）の着用検証試行について 

 

 

当事務所では、道路パトロールに従事する職員の前方確認時の視認性向上及び疲労軽減による

更なる安全性向上を図るため、令和７年１０月から保護メガネ（偏光サングラス）の着用検証の試行

を実施いたします。 

何卒、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

１ 検証目的  

  ・直射日光及び反射光によるまぶしさの軽減を図ることで視認性を向上 

・直射日光及び反射光をカットすることによる疲労軽減 

 

２ 試行期間 

   令和７年１０月２０日 （月） ～ 令和７年１１月２１日 （金） 

 

3 試行対象者 

   道路パトロールに従事する職員  

 

4 試行方法 

   色覚に影響を及ぼさない保護メガネ（偏光サングラス） を使用し、運転業務いたします。 

 

5 検証する保護メガネ（偏光サングラス） 

    メーカー   : 株式会社タレックス 

    レンズカラー： トゥルービュー® 

    性  能   ： ①色覚に影響を及ぼさない（特許取得）  

              ②疲労軽減（疲労軽減に関するエビデンス） 

 ≫2010 John Wiley & Son A/S Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine 発表論文 

 

     
               画像提供：株式会社タレックス 


